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【お申込みに関するお問い合わせ窓口】
株式g社ジャツクス大旺審査センター5g

TEL:06-4863-31 60

会員番号 0 5 0 1 5 2 5¦ 1 I 1

以下の項目は、お申�に自身でご記入のラえお申込〈ださい。

識別: 8601 私(申込者)は.『個人情報の取扱に関する同意条項ぶの内容を承認し身分�明書(写し)を添付のうえ審査申込をし、たします。
web貨Jc〕̶卜: 101125
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本申込書は正式契約前の審査申込喜です。審査結果は、下記「管理会社」「取扱店」へ通知いたします。
当社が契約を承諾する場合は、別途正式な契約手続が必要となリます。
本審査申込喜の記入内容と、後日提出していただく申込書や確認資料等の内容とが相逸している場合や
お客様の状況が変化している場合は、本申込や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断リする場合もございます。
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私(親権者)は、未成年者である申込者の契約行為に同意するとともに、連絡に際して必要な情報を記戴することに同意します。 【仲介会社】または【取扱店】の申込受付担当者の方'
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お客様の状況が変化している場合は、本申込や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断リする場合もございます。
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本申込書は正式契約前の審査申込喜です。審査結果は、下記「管理会社」「取扱店」へ通知いたします。
当社が契約を承諾する場合は、別途正式な契約手続が必要となリます。
本審査申込喜の記入内容と、後日提出していただく申込書や確認資料等の内容とが相逸している場合や
お客様の状況が変化している場合は、本申込や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断リする場合もございます。
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本システムは、巧ほ料等を株{にた社ジヤックス(以-ド「夕朴-」という1)がお客様より1-1座振けにてホ企をし巧巧人によ払:)ことAびおが様がmm-料モをゼ-滞された梁クにもばめられた期¦¦'¦¦、‘,:移払し.な待払期問終'r後も-だ期叫保,ill-:する制度であり, お客様が被ガ
1(1込するとI"] IホにおIII込みして旧きます。

III込々は.「個人情報の取扱いに閲すろMな条項」[ケけ払ホれ焚約.保,&¦:ホホせめjに同なし, ほ1$ほ努約の成ヴを条作として突め成ケとなろことをごホ需のレ利川中込をむいホづ--ドお巧◎物件の「密ホIII込セ」にお,成されt個人情報が‘IけI:に捉供されること, ’1ぽ
例人f,',‘報が[個人‘M,‘報の取扱いに明するIriLg条ぶJ'uに)ちづき取り扱われることにl,iL6しまづ-.

個人情報の取扱いに関すろ同意条項
第1条(個人情報の収集.保有.利用)

(I) ¦¦-¦込ホ(契約.わ(以ド「私」という..)は、株式た社ジャックス(以ドドけ-I:」という)力；, _、',:&仏モを託奥約(水II-I込みをgむ.以ド
'本提約Iという)の')・・だ判断&び'i- (,5後のTF巧！の卜-め,1シ:びに�後の"I社とのilk引に係ろリ-(, I ・I'll断&び'j.レ後のw i'eのため以ド
の情報(以ドこれらを雄称して[例人f,Hはjという.)を.保渡キIH〇をポじたI:で, ヵ+1:が収ホすること(映像, ポぼの錄斤サのホパホ3
報.その他の；ゼ磁的ンなとして取;l.i-保(f:することを5む.)‘ホぴにパけ¦--がホ'める期¦,'¦¦は以ドの各Am(以ド「本廣約」という)にせ
づいて'が:が保イI-.利Jljすろこと&びqけI:がモパポ等に捉洪することに同.ほしよづ-.①私&びお！神ぱの氏ネ・H:別.{I:酢ノIゾlyj
I-I,f.li0じG,ポ番じ.携ホ屯なホけ.励ほt(お励め先Iりお).$族偶成.11ぜ状況、メールアドレス、ューザーI Dサ, ポ人を特セする
ためヴHlだ報(本功め締ね後にリルが私力‘ら通お¦サを'をけ、又は、づキ¦:が適&かつ公¦にに収ルしたことにより&¦りむた変史Jホ殺を夕
む以ド1"1じ)な木焚約に閲すろIII込11. #約1:1.也ui,ゲI. #約額.支払レ¦¦数.支払)-J-化.振けn ¦#ば木契めに偶すろクゼ、D!)始後の利
川残な、パ"の返ポ狀況①本黑約に旧する私の.え払能力を旧ガヤろためスはシ払途Mこおけろ支払能力を,渦ホすろtめ, 私がIII
'じした私のけ¦後.ねも'し収入.支出、ソけI:が収ホし保イI'.m押するクレジット利川履歴&びポぶのもサ将の返済状況⑤本捉約に閲し、
‘ン¦:が必亜とぼめた場合に.私の迪転&,び,¦¦¦:'バスポートモのば明ポの提ホをボめ.又は(I:ば禁サを収むし.内#を他ばしyyす
ることによりXは'ゾしを1R&すろことによりのた,だ服めwわ被⑥法ぐ巧に』$づき, 私が提出した収人,¦¦¦:¦ガ,g等のだ服め#'¦ホ報⑦
ポ,活帳, ば宅地R,なお薄勝抄本、ホ報等の-''-般に公I招されていろ'IIけは⑧'l1社ll旧llポ,ポホけの塊'j;&び過ぶのホ効性(池,巧"l能力‘
ガカりに閲すろほ報12)私はブけLが水契約に閲すろ¦パミ光務及びネね後のも1幡ほ理.¦¦'¦収あ務の.部Xは夕ぼをゾけレう捉携先ホ
栗にをホ(ぬ褐ぼ渡を6む)する坦なに.’リリ:がお¦人'¦ホ報のば巡ば將を¦ポじた.¦:で.(1)により収たした糾入'llvwをか4捉携i企ち
に捉供し’¦'¦,$捉携'ん企もが利IJ)することに¦,¦1ほしまづ‘_ 13)私は.’1け.¦'.が‘'けI--のゼ務(コンピュータセ務、代'ホホ-あポほ&びこれら
に(け随するポ&モ)を筑-レ斤にホ務ホ托すろぬかこ, 'q M:が個人ね報の保此措10をホじたhで、(1):こより収ホした例人flMgを‘1
ばち務ホ孜先に提供すろことにレ『jほしよづ-(4)私は.’'け¦‘.が次のルなに.(1)により収化しtllAI人ね報の-i'$xは全ばを捉供すろ
こと¦こl,il uします法ft (強i'liljバをcr.っているJねたに阪らず, ・"]礼が公ルの・f-'l 4のために必.£:と・I'll断した坦�をじむ)に座づt ・\
て.公め機閲サにれして(1)により収染した例人tlli'被を捉供すろ場な,, (5)私は、本吸約にAづく t,'iね及び本使約にほIすろ紛,芯の解
決モのため, "1り--(1) CL' @ ("i tl'.が必・sと'131断した場合は(1)(3.1をシむ)の(1*1人¦¦サ搬をIII込セliL: fS.の物け-を!K坪すろ'ff pf.会・fl.又は
巧-1$人にぼ-供づ-ろことにly-l.ばし主づ-,,(6)私は、ma物けのjリぶ-Iホにあたって.般終1仏巧ほ料サのtみ◎のためゾIけI:が(I)③の例
人m報をIII込ガだ服の物件をm坪すろ牧別�れ:ズはれせ人に提供し利J'llすろことにMぐします.(7)私は, 111込セだ他のサ即会汗
又はけ1そ人が変セされた場介は, 、-‘けI:が(5)(のに各々セめるところにより、個人すホ和を変史後のm坪なす¦:ズは6巧人に捉供し.利
川すろことに同むします

第2条(個人情報のギ信等の目的以外の利用)

私は、‘-'け.1:が'F,だのIバひのためにを] $(1)の¦¦,-;¦人'¦¦ブ報を利川したり, ','じィ-メール・ダイレクトメール・プァクス・’1-む-ITi. SMS
(ショートメッセージサーピス)夕二より泰めすろことにllijsしよす.ズI)ガ社のクレジットポモ・金融ポ患.保I廣ホモ、イ；勤産取
引.ほな毅夕gポ主、物品口焚ポ黎ちにおけるll'f場I旧が, 商品llg免, 商な.サーピスすホ報、旧ゆするサービスのお知らせなどに利
用するため。②ち社のm報処理サーピスポ業(データ&;M..統ホサービス, あてネ01刷サービス, 從送.姥だサービスモ。二れら
を'れ¦:が捉携先企主せから受ばすろ場合を含む.)におけろ¦レ坦¦渦ホ・商品¦制づを、商品.サーピス'¦¦ま殺の捉ゆ, ガ仏物.Al刷物の送f.t
に利)l'jするため。※なお, .¦--.だの'キけ¦:のJ.1、.体的なゼ栗内容についてはバ1けl'-ホームページ(じRI-は.¦れけド：/ル1ゆ..か.びバ'¦,..ル/)を
ご■ほください

第3条(個人信用情報機関への登錄-利用)

(1)私は.ガ仕がソJll,siする例人信1'口情報機閲(⑩人の支払能力.返法能力にI'giするmぼの収集及び加旧夕Uに4''tする4'¦ぼ情報の捉
fll;を菜とナる在)及び"1ぼ機閲と提携すろ11*1人(n III tl'f報機閲に照・£;し, 私及び私の配偶ホの(1*1人tl'i {・li (I"']機IB.Iの力¦¦ IIIたi-iによって
ff錄されろね報, な金あ協たからな錄を依ゆされた情報, お報lllk報、;おな帳お服のな報など同檢閲が独I'lに収集.ヴねすろ仏報を
含む)が祭ねされていろ場かこは.力I賦版ぐ仏&びほた栗法$により1私のよ払能ノたセホ能ノJに閲する渦ホけ-(3判断&びケだ
後のm洲のため-以FI'.Jじ_)のHめに阪り, ‘与れがそれを利ll'lすることに同音しまナ,, じ》私のホ蟹約に閲する客観的な取引'ゼ文
にKづく例人倍報力：.'_MI:の加ルすろ偶人f,-りlltlli被楓閲に別ホ1にだめろ期附ほねされ.’¦'¦社がか1盟すろIIAI人fH川仏爾機閲&び‘11
ぼ機閲と捉携すろ偶人口1ゼ情報機閲の力II盟会員により、私のよ払能力.返済能力に閲する調我のために利用されることにM,ばし
ます.ひ)ガ托が力IIばけ-ろ個人だIIHg報機閲の名移、(.1:所, llg合わせ祐ぼホゆは’Iごばのとおりです.また, 本#約期叫¦'¦, に新たに例
人だ川ね報機閲に力¦¦盟し祭錄-利川すろ場合は、別途、,lhMにより迪知し、M,なをほるものとします,,
き株式�社シー・アイ・シーほII賦販ホ法&び袋金あ法に拔づく指定シH】ね報機閲)
〒IB0-8375ポ京都新祐区ゆ-新だI-2;i-7新ホファーストウェスト
7 y ̶y/i' +/i- : 0120-1i] 0-4]'I Uli].(]lttps://ww». cic.fo. ip/)
※株式な&シー・アイ・シーの加盟◎格.力¦¦盟企業セモのば細は1上おの同g:が問,なしているホームベージをごホください。
♦採式会社H本信tlj情報機構(資ホ系法に基づく指定倍用情報機閲)
〒 I10-00M 東京都台東Iズt上K' l-10-14任ん不動I里b野ピル5ぢ-m'':
�ヒI'Mルレ: 0570-055-955 URL (hi Ips : / /www. ji ec. co. jp/')
※株式会社【I本だ用情報機描の力II盟資格.力II盟企$名等のが細は, 上おのII-'り社が間はしているホームページをごIほください,.

♦をポ銀行慨人だq卜ほ報センター
〒100-82】6束京都で代口区丸のめレ3-】
TRI.. 03-3214-5020 UK[. (hitiiK: //www. XL'iigj tikyn. ur. jp/pcic/)
※を旧銀行個人イ-Jwg報センタ-の加盟資格, かI旧企光名等のホ細は, 上記の同社がI旧Iなしているホームページをご旧ください。
(5) I:記(3)に記他されていろ個人だ川'旧報機旧の登錄するね報は, ドぜのとおりです.
1)料ぱが.1:-ン� � r-i � ‘ン�

氏名, 生年月U、住所, 電なあ号, 勉務モ、勤務先電ほ.ホ号、巡'¦&免ホ,ill:巧のだサ番斤笠本人を特定するためのホ1契約の秘類、契
約H 、商品ダ及びその数め.⑩I拔ズ期II契約額又は保度額]をひ額.よ払IDI数等契約内容に閲する‘Iみ報.利川残ほ.割賦残な.ザ問ぜ

ポウセ如、よ払1.1.ホガ¦し延滞モ支仏状況に閲するめ報のヤ部ズは-'-部となりまナ
2)株式た'M: II本レlllfllli卜はほ描

本人をキかボすろためのす,レポ(氏ボノ¦ゾ¦り¦ II .f'l:別、(liポ, ポ,ポホけ.励務先.励務ん也I括あ.け, 述お免,i1ゾlE巧のばり-ホM-巧)、焚約のれに
閲すろt,'i被ほめのギモ想、契約II,旧.1'II.契約ホ額、tH.li額、保通額.ゆ品れ&びその数らt等.よ仏回数等》、返ホ状況に旧すろめをは(入
あ¦-¦ 、入ホトホ¦¦,残な♦額, イ¦;けリ請求予ホ額ニヒポIし班滞、延滞解ゆホ), 及び取Ijlポぢ二閲する‘Iみ袖(m制り収, M格悠jl保ぜ履け.
他制淋め, 破廣ll'lヴ・m怖ぼ渡サ)の全部Xは一部となりまナ

第4条(個人情報の第=-者への提供・利用)

(I)私は, ち'M:がドだの場&にホjあ(り①②の個人ね報をK通キだけをぜじたIゾe提供し:シち促供先が利川することにH意しまづ-.
春qけkと⑩人‘旧報の提供に閲すろ契約を締ホした力M:の旧係会れが、’ド記のH的により例人情報を利川すろ場介
j)①保険代-邦¦¦リ'¦;:おこおけるKfム物'ls※ポ内に利Juするため..②各紳商l',l',小ホ・'ゼ榮における商IIふ巧に閲ナる案Iム】に利川するため-
③あシ通もレわ:あにおけろ力:伝物まパサホ拓内に利川すろため, 利1'¦¦夕礼名ジャッタス・トータル・サーピス株式夕.ik
fl'10-8671 ル;(-ばだ,)¦¦区1'ん¦¦レ¦-12-1l',l',川.ン�シド‘""'フ� TEI.. 03-6311-7331 E-mail : inro@jl.y-wrb. t'u. jp
z)リース'Iほ、オートオークシgン仲介ポあにおけるな仏物笠、お粟$内に利lljするため。利川会社名：ジヤックスリース株式会社
T14U-H517 .!)LT;ffl;ui',)l¦Ki¦;i'»'l;ll'l-]2-l in'ijii-�-�-r y-if- ・? x ? 9̶ Tl'l.. 03-6327-2200
(2) I-.お(1)お播の閲係会化への例人ね報の捉供期111】は.原llllとして受約期間¦¦1&び木契約終I'llから7ポlejとしますなお.ヒだ(1)だ
他のIglgぶ社における1111人情報の利llj期II'リについては、ホ社へお問いろわせください_
第5条(個人情報の開示.訂正・削除)

にセめろところによりIてIにに偶すろ偶人‘Iぶ報をllg小するようサ求することができます-①力そI:にljg,fをほ求する堤合には、ホ8$だ服
の窓l.lズは支¦¦1;にご述絡くださレ、, けg,lul'はモゆき(受f.t窓jし受付ム法, 必ぜなパ類.モ数料モ)のぜ糾Iについておをえしますまた.
Ilg,んホ求す-統きにっきましては, ’¦けI:のホームヘージ①M.はl,ttl,s:.,'/*.ww. ja。じS.じ0. .il,/)によってもお知らせしておりまづ-,,②例人ね
lyね報機Ijgに問づホなホする場合には、第3条だ服の例人fsllJtlRR彼旧に述絡してくださいぼ'Iけj:の旧保力'M:に対して間,パをね求す
る場だこは、ホd$な從の'M.I:の閲係たルニぼ絡してくださし、.(2) Ij -、個人fねgのれgがポぶでないことが‘lillwした場合:二は、ガ社
は, 速や力‘に;び¦に父は6¦¦路にムどじる$,のとします.

第6条(本規約に不同意の場合)

て¦1社は, 私が本契約の必ゆな¦ヒ服‘¦(雄(廣約,¦ぐポ他で私が¦セ他すべきポ項)の,だ,¦$をを#しない場介&びみ視約の内％のセサズは一ぽ
をホ-,$できない坦ウ:二は.本胡めをお断りすろことがありよすfll.し.本廣約④2条及び筑4※に同なしない場Aでも.これを則II-Iにゴ
キI:が本契約をお断りすることはありません.,

第7条(利用’提供中止の申出)

木縱約ホ2条&びオシ条によろli-,-j;6をかた範llgめで'-IけI:が'-Li談情報をflul'L提供している場合であっても.111II--の中けIがあった場合は.
それu降の’l'i社での利川, 他社への捉fルをIIII卜する措F,‘をとります。

第8条(個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口)

例人情報のllgホ・I'il'II-:.削除にっいての例人た報に閲すろお回合わせや利川.捉Ig-巾¦¦:.その他のご意ケとの¦¦1¦'¦¦等に閲しましては, 下だ
までおHiいします：

ジヤッツス・カスタマーセンター(おあIホ問9:30-17:30※年よ(ド・始を除く)

lS.l',i Tel..0570_002277[ポだ先：神奈川昭Iゼ卯.11,-] 〒lg4_8570ポホ都1,1けMI.I.南¦¦¦】.¦¦¦3-2-1南III!-1.115]-りピル
人旧TEL 0570-005の9[ホほ先：人阪府⑦,hl,-] 〒560-0082人阪府131.レ市新で坦東lllr 1-5-3で31朔¦-¦吸急ピル
第9条(本契約が不成立の場合)

本焚めがイベIセ>';:の場合であっても本申込みをしたゼまは、第1条&びあ3条(2)にパづき."1ぼ焚約のぞ成u:の理thの如fl'IをIS)わず-f
期問利川されよすが.それ以外に利mされろことはありモせん.なお、I-り込せのギしサは’¦-け¦--にて-'ゼ朋ll'li保巧後、被褒すろものとし
まづ-.

第10条(本規約の変更)

木サねポこ'とめろをll'iは'&-じに定めろモ紋きにより、必想な範囲内で変セできろものとしあづ-

お客様記入欄 年お申込日：2 0 月 日

お113込せ氏名

(自16)

株式会社ジャックフ
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表

1

登

錄

期

間

会社名

①本契約に係る申込みを

した事実
②本契約に係る客観的な取引
事実

③本契約に係る憤務の支払を
延滞等した事実

株式会社

シ--アイ-シ-

(C1C)

当社が個人信用情報機関

に照会した日力、ら6ケ月間
契約期間中&び契約終了後5

年以内
契約期間中及び契約終了後5

年間

株式会社

日本信用情報機構

(JICC)

当社が個人信用情報機関

に照会した日から6ケ月以

内

契約継続中及び契約終了後5

年以内(個し、億権譲渡の事実

に係る情報については当該事

実の発生日から1年以内)

契約継続中及び契約終了後5
年以内

立替払委託契約.保ぼ委託契約

奨約ポ(以ド「私jという, )は, ドだにポめる件を9'1を本契約のめ容とすることに¦¦-,1,6したI--で、株式クルジャックス(以ド「なギI-J
という-)に対し私がジヤックス家11保ぼ契約¦ゥ(以ド「契約,ルという, )にだ服されたm⑦人(以-卜-「m口人jという_)ズは焚約,1卜
にだ服された物件をm理する巧埋な+j:(以ド「ぐ地公朴.」とレ、い、ロロ人と☆わせて以ド「ロロ人モ」という。)から契約,1ドにだ服さ
れた11'借物作(以ド「ぶお物夕¦二」という」を13倍すろことをおめた契約(以ドほ-mもモ契約」という, )からかI:-する支払m-務のうち.
炎約,ifお,成のパ額巧借料�,H-額及び私と11巧人れしくはぶだ物件を管湘するわ卯公れとの問で介.6-し会社が德めろ&リIJ (以ドこ
れらを総称して「11'ほ料モ:」という。)を会+1--が私に代わって、‘プ:科払することをを花(以ドけ,:技払ホぼ焚約」という, )するととも
に, 集金保ばすることを併せてを托(以ド[保謎を花契約」といい, 、Y碎払ホ,$契約とAねせて、以ド「本契約」という.)します.な
お.本突約は.会+1--が所ばのす絞きをもってホホし、17⑦人巧を通じて私にゾg講の迪知を究しtこll.'fに.n⑦ィホ奨約の成、‘,:を条件と
して成、‘,:するものとします_lmほ焚約の成、',:を条件として成、'んすろものとします。
第1章保証委託契約
第1条(保説の範旧)
(りな+1--は、1-T(サ人に夕tして, 私が{れそ人に対してゴけI:!する次のm務を, 私がぶお物件の明渡しをプ6 'するまでの¦¦¦¦,秘と迪ほ.して
保ぜするものとしまづン①am借想約にスtづいて私が{'lfll-する⑦ホ料サ-(変ガがあった場れ才'¦'¦族変だ余額.以'ドl,ijじ).②解約チ
ホ遂務違反によるH.Iポ金パにし, 口巧だミ焚めせにン滅があろ場合にIMろものとします。③ねだ物押明渡しよでにかする斜訟その他
法的'丁ポに必超なホ用け',巡L-WILホ,をねリU.強制執むけ用サ).④強制執すI'に伸う1ぶお物仲内の残m物の撤ぶ, 保m&び処分に
要したゆ用(fはし、駐ll(場にかかるけ川は除く )。⑤原状Inl復かIIMII-しJil¦--夕過ガが‘ド成23ザ8 )1にづをぶLt 「收状レ¦-¦復をめぐ
るトラプルとガイドライン(II卜改,;リ'版)]に準拠し私がf!桁することが合地めであろとた社が判断した紅I用ゆIHのうち.巧17人巧：
が朱だ私その他ホパ-:ポから#済を受けていないゆ川に阪るらのとしよす, (駐ゼ場け川は除く.)⑥けm借焚約が延滞を卯lljとし

與約ムの巧借料笠の】ケガ分にW1すろ企如をし阪とします。⑦ね期解約ほ約金パ¦¦-し171がII;-契約セにだ膝があろ場合に眼ろも
のとします, ⑧史新料(史新ボ務デ-数料を含む)_fl-lしほほホ契約ガにだ播がある金額を¦-.吸としまづ-_ (2)l'lfl-項①②⑤⑥⑦⑧にル
づく �化の保ばm務総wlは, m巧イホ焚約I--の巧ほ料サの・uケパ分に相パけ-ろ合額をI.JUとしホす-また-ぜぼ③④に双づくた+卜-
の保ムEm務の総糊は、合i)してあ200ガII)(消け税込み)をヒ旧としてばぜするものとします。ひ)私が巧ひ人に対してぬゼI-すろ次
のm務については、ク+1:のせ⑦人に対すろ保ばの対象外とし法す, ①滞納巧借料サのば延H1'-ぢ金笠, ②他ヤ, 地雄.大変地異クをぞ-M
杭力によってメI-:じたffl ・,・) .③火災、ガス爆せ巧私の故ほZは週失む-☆によってメムじたHI ・,'f.!('びにけ殺によって'I:.じた也・,'?.④その
他、本条(1)にぼ'1-1しないもの。(4)公社は, ガス・水近の供給会れや保険会社(以-ド「各社」という)に対して, 私が各れに対してぬ
+H-する各契約の依務を, た+j:が決めろ期III)を眼度として, 私と速帯して保ぜすろものとします‘
第2条(貨借料等の支払方法)
り)私は、た杜に対しホ15条に足めるム法によりnほ料等を支払うものとします。(2)3i 19条又はホ20条のW‘よ‘により1なぜ払
を托契約が終'した場合、私は、m-⑦人夕がほ借料サの収受, 受如をな+1:にホ托したことを認めろものとし-1H按料せを巧1}人*ホ
の集企代理人であろな+'tに対して支払うものとします, (3)本条り)(2)の支払ぶ法にっいては, 会}¦:のホ,ポのない限り.変史をし
ないものとしま1-.

第3条(保謠委託料)

(1)私は1契約、gだ膝の保ぜを托料(以-ド「保ばホ托料jという-)を公キヒによ仏うものとしまづ-,(2)私は, 笠理公杜から�社に木與
約'サが捉出されたガガに, 保:ルホ,;モ料を会化に支払うものとします1,ひ)保ぼを托料は、⑦◎借突約の終パホ'ゼ¦¦¦の夕け何にかかわ
らず, 返②しないものとします：
第4条(事務手数料)
私は.第14条による立6払ホ托手数料, ズは第7条によろ保ぼ-41務履れ--T-数料として, 去記'1(務で.数料(以ド「:ゼ務ホ数料」とい
うJを会社に支払うものとしまづ-,(2)私は, ゼ務手数料を、会そ.1:による◎借料等のじ辞払又は代位#'ホが継続している問, 巧借料
等の支fムいと合わせて支払うものとします。なお.セ務F-数科は刀単位でよ払うものとし.退ぶまにともなう1.1'剖り計◎によろ減
算は行わないものとします-(3)ポ務手数料は.Ifはで借契約の終'サ:¦ぐ¦¦¦の如何にかかわらず.返ほしないものとします
第5条(媛渡担保)
(1)私は.保謎を託契約に双づき会社に対して現にね担又は将来資机すろ--切の依務を机保するため、会社に対し私が巧◎人に
対し取サする次の各ぢ-の依権を会化に譲渡する手続きをとることに同意します.①敷金.保ば金の返遍ね求権, ②表記物件の明波
しIJ以降の、来貨借期問キH当分の巧借料等の返還ねホ権, (2)及記物件の明渡し時に, 私の会杜へのぼぜを託努約に基づく支仏m
務が存するときは、夕社はKl'項に定める雄受ほ権を行使し、ほ焚人力'ら敏金等を受循のうえ、保ぼを託與約にぜづく位務に充ちで
きろものとしまづ-.ひ)私は、(1)の依権譲渡について巧ほ人等に対すろき知にかかろ代理権を会社にイ‘t与します-
第6条(事前求價権の行使)
り)私は, 次の各号の.つにでも3(まするときは、会社が保ぼ依務を袖行しなくても, 保をEを托胡約上私が会+j:に対して負担すべ
き�務額について、会れがチめA憶権を行使しても提講ないものとしまづ-_①資焚借契約上の依務にっいて1回でも不脱行があ
つtとき-②◎-◎借炭約に通Kし.Xは巧m借突-約が解除1解約され.巧借物件から.退尻.W渡しを求められたとき, ③差押え, 仮
差押え、仮処分I.II立を受けたとき。④滞納姓分を受けたとき。⑤破産T:続Dg始の11.1なを受けたとき.又は自らこれらの¦に、‘,:をした
とき=⑥会社に対しめ担する他のm'務を延滞したとき, ⑦会社に対しIお偽のIII告をし又はIせ偽のポ類を捉出したとき.⑧逃こ-,失
院し又は刑ポ上の析追を受けtとき：⑨ほ資人等に対し何ら連絡することなく .維綠して1ケガを超えて衣お物件を不在にした
とき。⑩ぼ般の事mから私が賃焚借契約を継続すろ息思がホめられないとき1③私のにHj状態まが適ガでないと会社が‘¦‘-¦¦断した

とき.(2)私は, た化がlAmによりボm権をすf使する場ひ, ば法第-161モにルづく杭#楊をレ張しませんまた-私がたれ:；こサしてす¦!ぽ
を捉供している場クに, 'JH;1に求m播をけ他されてもぜ通ないらのとします, わ[し.残も't務サに照らしてレ分なIル托ズはW保の促供
をした場-ゥには.私は.クFl-力‘らの'J( I'll)のホli'i後のそ】-使にIぶじないことができろものとします
第7条(保謠潰務の履行)
(り紅が, 第6モホ1項のg;:-に族'-IIする場デt. Zはあ19 %r,:しくはな'± 20条(2)のよな定'によりなせ払ホが焚約が終J'した場�,私は、
たギ¦:より’れIホの通&し催るなくしてなギI:がほ1$人巧に対し1保,ぼ依務のモ額Xは’--部を履れすろことに(,'¦ら拷派ないものとします
fll.し.秘がた社にk.tしてml-ナ人モカ, らのlil,iiに対抗できるポIIIがあることをあらかじめ通知していたにもかかねらづソタ什が私に迪
知, 個ホなく巧st人巧にMして保ぜm務を恥行した場なには、私が⑦ひ人サカ、らのホボ；こせ抗できたゼlljをもって会mれ杭できる
らのとしよす.なお.た社は、筑19条Xはm 20あ(2)の奴ポによ,,>.ぐ,,--g仏を托與約が終J'したナぶ合、私からめセt払IIにれ借料モを
ホ金しよすが, その集金,'lホにか☆、わらず.1,sけ借料巧を�礼とm洲た化にてばめたI」は融機閲が体ちりのポさはがほ融機閲お
$り)に, ほ1ず人ホにゼ¦めにだ払うことができるものとしまづ-(2)私は, m 19をズはホ20条(2)のお1ホ:こより、び替払を,m#約が終
J-しだ場でレたキMこ夕.j-すろ朱仏、',--待1-HIIけI.等を保Ij'IHJMセ残なとして収り拔われろことにg,法ないものとします_ (3)お.は、-夕社がび1ォ
人巧に対し保お池務を城むした場とガほ保,hl:め務の糾び額&び袖れに吸した’明のゆ川を.会社のセめるソプ法&び期¦二¦により、な
化にお払うらのとしまづ-

第8条(保証潰務範囲の変更)
ひ(斤期¦¦¦¦¦レに, 次の各-じ-にホめろ埋¦¦¦によりおおけ借料モがホセされたときは.ガ然1こ保ぜ情務の範ばもこれにホじて変だされろも

のとし.特に変ガ焚約,11:の取り交わしはむわないものとしますf[I.し.た社より・Si.ガ%約,!!:の提11IIをポめられたときは.迪やかにこれ

にホじるものとしますェ$おほゆ料サ明細の改定.②新たなホだせほ科$明細m Nの兄セめしくは消滅‘③)i'iゆ税法その他の税法

により.ほ⑦人ホが納税益務ガとなったときホしくは'IIせ悦仏でホめろ税ギXはぼ税範囲の変史があったとき

第9条(保証委託焚約の更新)

(l)lHtl,l-ll:突約の満rjiの¦'¦け1宋¦¦までに私上り夕社に4.1して特に¦レし出がないときは, ほ資人巧から通ね1されるあ件にて巧ひ借だ

約を史新し.かつ力ぼ条件にぜづきt払mmv料サの保ばホ從を維絞するもぴ：と夕社がみなすことに、私は舞ホないものとします-(2)

私&び巧れ人をは.会ルより巧かホ契約のセ新.巧sy借条作のホガ收びに保ぜを託契めの継続&び口ほ料モの変史に隙し確認れの提

り'Iを求められたときはこれにホじるものとしまづ-,

第10条(保証委託契約の解除)

保,M:ホホ焚約は.{7ね借#約がび続すろ偶は、解約すろことができないものとしモづ-(¦¦-し.次の各けに,g‘11すろ坦合は.な化ルぴに

巧-び人モからのセ知により解約できるらのとします」①私力；, 会社にMする巧借料ちの支fムいをぜ延しねa人と会セレとの問でホめt

A:払ぜ越状態が56 '!<したとき-②た社とn Vc人'??とのイ、制度の取扱いに閲すろ焚約が消滅したとき((II-し.It⑦人等の変史にほして.

第11条(保証委託契約の終了)

次にあめろゼIIIがづビkしたときレし’I;然に保¦ぼを托契約は終J'するらのとします。(1)1S⑦ほ巧約が, 解除, 取消その他JIぱIによ

り終J-しtとき。(2) m10をにより保ばを托サ約が解除されたとき。(3)巧な人まの恋史により本制度が利川できなくなつtとき。

('I)①28モ(1)により保ぜをば焚約が解除されたとき..

第12条(保証委託契約の終了の効果)

保IM:.をぼ焚約のな盈附除.祐10条.④I]あ.ポ28条け)の場合、な'gl:は.保ぜホ託焚約終了以時に支仏期IIが到来する巧借料巧のほ

$y人へのよ仏をK'II:すろことができろものとしよすれし.保ぜホば塚約が終'した坂ゥでも.�杜にズけ-ろKぜをば契約に巡づい

て13ひ人:こケ仏m務がぴするときはゾIIホゆ務については保lil[をば契約谷あな！が適川されるものとしホす

第13条(逐延損害金)

(1)なり:が.本胡約になづきノ！サび人にガして.私のほ借料*¥を代位サ済したときは.代位サ済額及び-ゼ務手数科に対し, 代位サガ11の

ぜIけ,、ら支仏l-lにゼる主でイドI-1.60Xの割ウによろ,ぜ延の',iンたを付加して支払うものとします-(2)会れが、本契約にJgづき私:こ社し

てポIめポセま権をす丁此したときは.私は代位#済額及びゼ務p故料--明に対し.ポIめ求m権む使1:1のぜ¦-¦父は代位サ済¦-¦の#¦'¦力、らホ

済の【Iにゼるまで(¦ス14.6ルの割合によろぜ延の'ポ金を(.ナカ¦¦して支仏うものとし主す

第2章立替払委託契約

第14条(立替払委託)
(1)私は、会M:に対し表だ物ィすにか力‘るほほ料巧を.な社が私に代わってせ巧人等に支払うこと(以ド「なせ仏jという)をを託し主

づ-_ (2)をキI:は.た社がね袋人巧へ、ア枝払した口借料サ(以ド「な替m借料サjという)について、私が会社に対し約定よ仏IIから60

u以内にぶ済している(私のボ仏ケ博G借料サのホ引'がG借料巧の3ケ刀分にれドグする金額をk阪とする)¦れ】は.か揮仏いを受託し

-よナ(3)私は, たルが巧a人巧に対してな&仏する巧借料3;の支仏ほ期について, 会H--と口巧人笠とのll'yでホめた所定の期1-1とすろ

二とに.兄講ないものとします.

第15条(立替賃借料等の支払方法)

私は, 会社に対し, 節14条により会化が資資人まヘケ核払しtgホ料ま(以下「立棒巧借料をという,.)及び.秘が会社に支払うべき

2)tほ手数料をぶお★払め#に從って支仏い'よす

第16条(遅延損害金)

私が.力そI:にグtすろ第15 $のV:替's (S料笠及び'K &で数料のク仏いを迎延したときは.支払朋口のゼ1=1から支払¦_¦にポろまでu]誤

近延額に対し、年-14.60%を乗じた額のぜ延m',ゴたをた.化によ払っものとし-よす_

第17条(立替払委託契約の更新)

本契約第g条により保ぜをれ契約がポ新された場な、当然に、ン-g払ホ託塚約も&狗される《, のとしまづ-,,

第18条(立替賃借料等の変更)

本契約第8条によりな借料等が変史された場合、さ然に立せほほ科等もホ史されるものとしもづ-.

第19条(立替払委託契約の解除)

私が次の各号に談当する場合は、会キ1:は私又はs巧人等からの通如により.立替払ホ託契約を解除すろことができろものとし主す

①ほ◎人ホが◎借料等の受領権を火ったとき②会社と巧資人等との本制度の取扱いに閲すろ巧めが消滅したとき, ③私が破産手絞

Ilg4と招'-ヒモ紋閲始のl-l-lなをなし, ズは、されたときバ①会社に#し虚偽のIP告をし, 又はホねの-セ類を提出したとき,,⑤逃し-、失踪し

ズは刑ポ-レの訴追を交けたとき, ⑥私のfH用状態ぜが適ちでないと会社が判断したとき,
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第20条(立替払委託契約の終了)

(1)ばぜをほ契約が終ダしたときは, wl然に、'':碎払ホ祐受約も終ドするものとします。(2)私が、約あ支払II力、ら60 IIを招えても

払ホ花焚約は力然に終‘すろものとしホす

第3章共通事項

第21条(支払金等の充当順位)

私は.な礼に対してよ払った金額が, 本契めにルづき私がぬ#.j-する--明のm'務をたホさせるに足りないときは.会社より私への通
知なくして、会キヒがぼめるI⑩レム法により, いずれのぬ務に充'1けれても何ら褐通ないものとします_
第22条(紛議)
(1)私は, 巧⑦ィ斤契-約に閲し, 私と巧⑦人ホとの問で紛通がメI-:じたとき.水m.ガス巧の供給契約に閲し供給あホとのI,リで紛謎がメI-:
じたとき, 又は保験突約に閲し保険会社との問で紛巡が'I-:じたときはJ'jらのI'i-任において射決し、これがためたそi:に対して{'1111
すろ求むが'i務の袖む-をル:むことはできないものとします_ (2)私は, 0巧人ちべこグtする口借料巧のi払g:II--をじ張しうるiEヵなゼ
山が存しこの支払をけルすろときには, が前にII卜而をもって�社に通かすることにより、’-¦'1,&-通知の到速¦1以降に上払期¦1の到
来するなだY-料サの支仏を':';II--を依超することができるものとします
第23条(賃借料等延滞に伴う取扱い)

(1)私は, 私が会キ¦:に対する巧ほ料笠の支払いをぜ滞したときは、タシ:のG從人サヘのの'借料巧のよ払いのイI-無にかかわらず, 私
がせ11人との間の巧11ほ契約にんSづく巧ほ料モの支仏依務をホ履わ--したものと取り扱われても界述ないものとしますd (2)私は,
私が会社に対すろ巧借料巧のよ払いを遅滞したときは、6'口 f斤契約の継続父は解除の判断のため、会ネI:が以下-の旧人f,'i報を口⑦
人‘ホに対して通知しても何ら異廣ないものとし'よす」①私の氏名.fli所.・ili S!\ホ8-,励務先。なお.本契約締ね後に、会社力；私から迪
知を受ける等により知り得た変史情報をさみます, ②本努約に関するぜ-滞の#文-,支仏fl'igji々のだあ状M及び入合狀況(交涉
状況を夕む。)(3)私は.ホだ巧ひ人サが変史された場合は, 会社が変史後の巧ひ人サに対して(2)①②の偶人id報を通知すること
に旧,ほします,
第24条(届出事項の変更・通知義務)
(1)私は, 会托にA-I'lけり'Iた化所.氏名, 動務先.ホI-ほホIj',桁&Ki金I'l挽ホにっいて変史があった場合には, 巡滞なくたキ¦:所ホの‘セIfli
により会お:に通知するものとします。ひ)私は(1)の氏名-化所の変ゼをなつtことにより, �社からの通如Xは送イ・tサ類サが延ホ
又はギ到速となった楊介でも, な化が通g'到遺すべきときに到モしたものとみなすことに廣嚴ないものとします, fn-L, (l)11-:l)f,
氏名の変史のJl-llllllをむわなかったことについて, やむをねないゼ情があるときは.この限りではないものとしますひ)私は, 新た
に屯話を設巧し、れしくはポぜホホを変史しtw合は, セ而により迪やかにな社Xは◎ひ人サ宛に速格します.
第25条(費用等の負担)
(1)私は, た化に対するm務の支仏いにぜすろゐリuをゴ'JWするものとします, (2)私は、支払をぜ滞したことにより夕社が金融機旧
にポ度I'l坤お替の依絹をしたときはJlf振せで数科として振料¦.け¦数1¦¦,¦にっき330 lli(税抜伽格300¦¦りを.振込川紙巧セ¦&‘を送
f.tLtときは、&込Jll紙送付モ数料巧として送付¦¦,¦数1¦"1にっき330II】(税抜価格300 ¦リ)を別にン払うものとします.(3)私は,
私のJ'tに夕,IH-べきゼIJIによりな社が,-郁¦ほをしtときは.1-帥liホ♦ゆfl】として¦ホ冊¦.'1数1レ『Iにっき1,100 ¦リ(税抜価格1,000 I'J)
を別に支払うものとします.(d)会社が私に対して法めT--KのUN始に必ほな-セ而による催"rをしたときは, 私は'"] ¦&'催'j'fに嬰した
ゆメ¦1をゴ'‘け¦1するものとします。(5)私は, ホポ物件のW渡しに旧し, れ1ま人Aびたれが祈盡モ続に盟したゆ川(サ雄セサ川、訴訟が
川.述制執行ゆ川巧を含む, )をおキaするものとし'よす_
第26条(公租公課)
(1)私は、◎' 25条に届づき、会社に支払うけBi等に力、かろ消⑦税Aび地方m巧税をぐけII-すろものとし, 消が税本及び地A-消ほ税ギ
が増額変史された場☆は'-ゴ核斯額分についても私が夕Iwすろものとします.(2)私は、名遂の如何にかかわらず、商品の取#h所
イし保巧.使化.收びに捉供を受けろ役務その他本ぜ約の締結&び袖行に保る.切の公租公課をゴ-Uはするものとします
第27条(#済の取披い)
私は、私がな社に対してねうm務の支払について、会すl-J折定の時刻までに振込をゾ6了すろものとしゾ1ば振込の完ダが巧故¦け刻を
過ぎた屯合に, ゼ'gち11の支払と取り拔われたとしてもg.通ないものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
(1)私は, 私が、現在次のいずれにもばちしないことを灰明し.かつ将来にわたっても¦&-ツ¦しないことを確約します。①ぜ力¦ホし②
#カレ・Hi=]&び接力Iガuでなくなつt時から5年を経過しないホン③磁力l.tl準構成よし④媛力I.ガ閲係企炎ズ①総クぜ等.⑥社こヤ述勁
モ標検ゴロ。⑦特殊知能#-力集l-'tlち。⑧['iii各；j-のル'+:ポ=⑨テロリスト(ばいがち)る場合をGむ)。⑩その他nfi各ホに準じろホ・(2)
私は, nらXは第’-:ポ-を利用して次の各-H-の一にでもばづすろむ為をむわないことを確約します_①&力的な要求行為=②法的な
せ任を超えた不'l'lな要求むる-③敗引に閲して, 押迪めなン‘勁をし.ズはぜ力を用いろ行ダレ④風説を流イliし、&計をl-1-iいXは威力
を用いて会社の信JHを殿損し.ズは会社の菜務を妨ポする行☆_⑤その他がI-各サに準ずる行る_ (3)私が, 本あ(1) Aび(2)にセめる
ゼ項に反すると具休的にぜわれる染合には.会社は私に対し'j'll&#此こ閲する調査を行い, 又、必超にホじてB料の提IIMをボめろ
ことができ, 私はこれにホじろものとします。(4)私が, 本条(1)おしくは(2)のいずれ力、にぼ"'¦した溢仏又は本を(1)社しくは(2)
の廣定Iこ媒づく確めに閲してIお偽のIIIホをしたことが判明しt場介のいずれかであって.突約を締結すること, 又は矢約を継貌
すろことがイバ適切であると会キI:が認める場合には, 会社は私との契約の締結をホ:絶し, 父は本焚約を解除することができるもの
とします-本契約が解除された場合-私は.なキ・1:の通知Xはな求により期限の利なを失い, な社に対する-切のぶ払ほ務を直ちIこ
支払うものとし-よす, (5)本条(4)の規定の適mにより、会仕に換失.m'li-;:xは丹用(以下[般‘ぢ等jという-)がメ-I:.じた場合には-私は
これを賠mするせ任をねうものとしまづ-。又、本条(4)の規定の適川により、私にお1'ふ:等が'I-:じた場合にも, 私は当誤れ1'ガ等につい
て会社にほ求をしないものとします。(6)本条(4)の奴ホに基づき本與約が解徐された場合でも、会社にタオする未払m務があろと
きは1それが完済されるまではホ突約の旧速条項が適用されるものとしまづ-_
第29条(定期借家契約)
表記物作に係ろ巧-g借契約の秘類が, 倍地借家法に規定すろを'期建物巧13借又は斯限け@從借であり.巧ほ借架約終了後にぶ記
物件にっいて私とほ'焚人ホのll'uにて新たな⑦從借契め(以下Jギ努約」という, )を締紹する場合、会キI:が私又はゾむそ人等に対して
特段の通知を行わない限り, ポ契約にっいても、私は会社に対し第1条以下に定める+j容でポ契約に塞づくほ借料サを、‘{移仏す
ろ又は保あF.することをを託し, 会社はこれを受託します,
第30条(住民票等取得の同意)
私は1本申込みを行うホが申込藍にな載された私に相違ないことを礁認するため並びに契約成立後の依桶管即のため, 会そtが住
拔ポのギし住民ホのだ殺'ド填証明サ・斤雜膳抄本, 戸箱の付票の写しちを取ねし利J0することに同なします。

第31条(本契約の変更)

(I)たキ¦:¦,し次の各じ-に,i41する場クには, あらかじめ, 効力お'.¦.-:¦.¦をホめ, 本契めを変史する口、変史後の内W及び効力お'¦-:¦¦か期を.
たそ¦:のホームベージにおいて公ぶ.その他彬ガなソプ法であパこんg'alしたbで.木契めを変史することができろものとしセす①ホ史の
1'i ・'({が私の.般の利ねに適夕するとき, ②変ガの内ホが本受めに係ろ取づIの11的に反せず.変'aの‘じ恐性.変'It後の内・iffのtli "I性そ
の他のホゼに係ろポ・11',:に照らしプけ@めなものであろとき(2)な化はJ'l'むmにガづくほ力‘.あらかじめ変セ後のホ'ばをたそj--のホーム
べージにおいて公あする方法Xは夕礼力、ら粒に通知すろム法(必'&:があろときにはその他キトヴ'¦なム法をケむ)により私に¦,'3知した
I--で, ホ焚約をホセすろことができろらのとしまづ-,この場合、’li,i41dかの後に私が本焚約に係ろ取引をむうことにより, 変ガ後の
めwに対すろ准,あの.6思&ホをむうものとし.ち,&な思ホホをもって本#約が変史されるものとし圭す
第32条(準拠法)
私とクM:の,ホ#約に閲するポ拠法はすべてII本法が適川されるものとし主す。
第33条(合意管轄裁判所)
私は.本突約にっいて紛ヤが牛じた坂ゥ, ポ額の如何に力'かわらず会キ¦:の本社ズはネ部、各支店, 各センター所が地を密帖する地み
成判所又は簡お振利所をガMめ傑虹放判所とすろことにl,g,sするものとしまづ\
【お問合わせ.相談窓口】

(1)巧びホ契約にっいてのお口 �わせ.ご化淡は.巧な人Xは符理なルにご速絡ください
(2)本契約にっいてのおIれIなわせ.ご+11,淡は、株ュ-t会社ジャックスにご述格ください-

ジャックス・カスタマーセンター(せホ時l;llg:30̃17:30※(ドセザ始を除く)

!<1J;!; 0570-002277Lホf,'レモ：ネIIIな川じIゼll'yll,-」 〒lg̶8570 ,ゼホ部lll.l-lllllj-1ネiell'll.15-2-1Iおllll-lll5'j-1.1ピル
人阪 0570-005,wg [あ(,..ンん：人阪'紛⑦l.l'lb'] 〒560-0082人ル府ゆ中llf新でH1ポlll】-j-5-3チセ朔¦-'¦阪なピル

[JACCS CARD RESIDENCE入会についてJ
私は, <JACCS CAR]) RKSUJENCKのご資内〉をホホのうえ, ジャックスカードたUW約にばめる各ま項を#約内容とすることに¦,1ほ
し.カードの人な¦¦¦込みをいたしセナなお.カード密あに必思なf,',=報にっいては、別途i'i'社からの','じホによろ聴取を受けろことと
します., ちたゾけl'-が資(.tけの契約に係る袖德をfj'-うこと：こっいて¦¦'-¦なしまづ-

※私が外旧のIR要な公め地(l',:をかめ-:らしくはせ力にィ(すろホ(例えは'.政府ホ‘I'','.人I‘ム・公W,政wf系法人の役H$) Zはその家族に
,g、IH-ろ場-5は.た什にグtして.その公め地位のホポをIII5すろものとします.外1.1がフぬ要な公め地位ちのホ細はジヤックスホーム
�ージ(https:/". JRCCS.cn. jp/sorvico/pc.ps. html) 1;-C r'�ilA] L\'fcrj i':f.
< JACCS CAKU RESlDE\'ceoご灰内>

か.t .ls'.お� h

I. flfJIの新wカード利ll'l代金合,Mi額20011)げこだし, 2001リよ満は切り扮て)ごとにラプリィポイント1ホイントがけ-q-されます。
2.クム1が.'¦け¦:の把ホする#巧商,'¦¦',をカード公(.しゲ¦ホにて利¦¦¦していろ場ゥ、わ口)の家1な-商¦‘,¦'¦ギ-¦¦1+)代をの合,斤に財して.¦,000¦リにつ
きラプリィポイント5ポイントがカードに対してポイントf.tIムされます, (ただし、1,0ひ01リ朱渦めり捨てとしますJ
♦おIII込み資格：(¦':脆18な以I'.(,なR'l:-ポィ)で'ゼ,gi絡バ能な力-
※ばホ・19ホのおIII込ホのソアはクレジットカード利tl'jlね約のセ成年收めの対象はなりませんのでご法せください。
※成ザザ⑩引き下げに伴う留ほすべきゼ明及び利ilj I:のほほサのご楚ホは以ドURLにてご碗忍ください_
l.'Kl.: ht t, p.s ://www. j d i; *.' K . ro. jp/Ht'rv 1l.-t,/ KLippurt./St'curi 1.y i n Fu/c:ri mi1/
♦おク仏力'法(ショッピング)：1¦¦1¦仏、¦-「-‘¦数指‘,と-分'制払、化.あホ'額リポルピング仏
春ご利用¦'1能枠: 10～50 ;jI'I
♦おだ払II ・・Hli 2711 (休あ¦.1の場合はそのゼg'榮り)
・!l;A!f'f:りポ-度旭料※がI'イ¦':度のカードシ3,ンビング(家m-:除く )のご利III金gJKん卜が10ガllju【:の場合1本人.'ォ:族た員とも
に次ポ度は無料。】0ガly未満の場たは, 次'f.度ザタかとして本人た1-.12,200¦-¦.¦けち推け税2001リ).‘我族会U1ネあたりり0¦リ(うち
ii'iが税'ION)をごホ求させていただきます.,

♦カードぼ難保険：人会と同時にごヵII人カードの紛失、ぼ難等でカードを他人にインI:利Jljされてt,お客樣にホけ1.1.が力‘からないよ
う；こするものです(れし, ’---定の制限がございます)
拳ネットあんしんサービス：インターネットで+¦¦:利川され.なにせえがない,ポボが1¦¦‘¦いたときにノI-けI--WIUけ-I力‘ら90 [I曲--よでさ
かのぼりメくII:利川によろ祖モを袖mするサーピスです..※ゴ社にてモし斤によろ+ IH利lljが此められた場かこ適川となりモす
《リポルビング払のお支払み&/‘¦:1初お支仏コースは.シgッヒング5.000¦リコースとさせていたたきます。
※海外利川¦ほのお支払力&グ他外利川時のおク払力-&は1レ¦払となりよす,,
※カードショッピングの取引条(1:及び最新のジャックスカード会せ視約♦よについては、シヤックスホームページ
(https://www. jaccs. co. JP/)でご確認ください。

株式会杜ジャックス
<ーバーレス対応P00003 20230309 3/3


